
本県のがん検診の運営並びに精度管理について、日頃より御協力いただき厚く

御礼申し上げます。

市町村におけるがん検診の実施体制については、「がん予防重点健康教育及び

がん検診実施のための指針」（健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働局長通

知）（以下「指針」と言う。）により、「都道府県に設置される生活習慣病健診

等管理指導者協議会のがんに関する部会によりがん検診の評価、指導等が実施さ

れていること。」が求められているところです。

先般、令和4年度第1回千葉県がん対策審議会予防・早期発見部会（以下、「が

ん部会」という。）（令和5年1月25日開催）において市町村のがん検診の実施状

況等について評価したところ、別紙のとおり指摘があったので通知します。

別紙に記載したがん部会の意見について取組を御検討いただき、現在の実施状

況及び今後の取組を別添1及び別添2にて御報告ください。

　報告内容は、集計、加工の上、千葉県ホームページ上に公表します。

また、指針に基づいた対象年齢、検診項目及び検診間隔でのがん検診の実施に

ついて引き続き御協力をお願いいたします。

健 支 第 号

令 和 ５ 年 月 日

千葉県がん対策審議会予防・早期発見部会長

千 葉 県 健 康 福 祉 部 健 康 づ く り 支 援 課 長

（公印省略）

　　　　令和４年度第１回千葉県がん対策審議会予防・早期発見部会からの
　　　　指摘事項について

　〇〇市町村長　様

【担当】千葉県健康福祉部健康づくり支援課

がん対策班

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1

TEL:043-223-2686 FAX:043-225-0322

E-mail:cantaisaku@mz.pref.chiba.lg.jp

（案）
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    ①　個別受診勧奨再勧奨の徹底

    ②　がん検診の意義や必要性に対する理解度向上の取組

    ③　受診者の利便性向上に向けた取組　　

    ①　報告方法

        別添1「受診率向上に向けた取組について」に回答してください。  

    ②　報告期限      

        令和　年　月　日

    ③　報告先     

        千葉県健康福祉部健康づくり支援課　がん対策班宛て  

        E-mail:cantaisaku@mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県がん対策審議会予防・早期発見部会意見

　第3期千葉県がん対策推進計画ではがん検診の受診率50%を目標としていますが、大
腸がん検診・子宮頸がん検診で未だ目標を達成できていません。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大による受診控えは、がん検診の受診率にも
影響を及ぼしています。
　がん検診受診率向上に向けた取組について各市町村で実施するよう、がん部会より
意見がありました。
　つきましては、(1)の取組を参考に受診率向上に向けた事業（取組）の実施について
ご検討ください。
　また、受診率向上に向けた現在の取組について、(2)のとおり千葉県宛てに御報告く
ださい。
　受診率向上には各自治体の協力が不可欠です。本県のがん対策事業のさらなる推進
のため、今後、県内市町村の受診率や取組等について具体的に千葉県ホームページ上
に公表する予定です。
　このことを踏まえ、事業実施について、御検討をお願いいたします。
　

        がん検診は診療と異なり無症状者が受けるものですが、「がん検診」と
      「診療」が混同されている状況が示唆され、がん検診の意味について、
      情報提供が必要です。

例年実施している「市区町村におけるがん検診のチェックリスト使用に
関する実態調査」にある「問1-2 対象者全員に、個別に受診勧奨を行い

　  　ましたか。」という項目の千葉県の実施率は全国の実施率を大きく下回って
　 　 いる状況です。（以下、参考を参照）

受診率向上の明らかな科学的根拠がある施策である電話や手紙による

　　  できます。

　　　対象者個人への受診勧奨、未受診者への再勧奨を徹底することが効果的です。
受診勧奨の内容や効果的に行う工夫については、各地域の実情に

合わせて検討する必要がありますが、国立がん研究センターが作成した
　    「ナッジ（nuge)理論」を用いた受診勧奨資材についても御検討ください。

下記URLからお申込みいただくと、無償でデータの提供を受けることが

　(2)取組報告

             受診者の利便性を上げる取組としては、休日・早朝・夜間における検診の実施、
         特定健診との同時実施等が挙げられます。

　(1)受診率向上の為の取組

1　がん検診受診率向上に向けた取組

     URL:https://rokproject.jp/kenshin/index.html

　　【参考】令和3年度市区町村におけるがん検診チェックリスト「問1-2」実施率
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(1)がん検診精密検査の状況 （〇〇市）

精検受診率 精検未受診率 精検未把握率 精検受診率 精検未受診率 精検未把握率 精検受診率 精検未受診率 精検未把握率

精検受診率 精検未受診率 精検未把握率 精検受診率 精検未受診率 精検未把握率 精検受診率 精検未受診率 精検未把握率

(2)精検結果未把握率を下げるための取組

　①精検結果把握体制の構築

　・精検結果報告書の統一及び回収ルートの整備

 ・精検機関一覧を要精検者に提示

(3)取組報告

　①報告方法

　　　別添2「がん検診精検未把握率改善に向けた取組について」に回答してください。

　②報告期限

　　　令和　年　月　日

　③報告先

　　　千葉県健康福祉部健康づくり支援課　がん対策班

　　　E-mail:cantaisaku@mz.pref.chiba.lg.jp

　要精検者は、精検を受けて初めてがん発見・治療に至るため、全員が確実に精検を受
診する必要があります。
　第3期千葉県がん対策推進計画では、精検受診率90%を目標としていますが、達成する
ことが出来ていません。
　精検受診率の向上には、精検未受診率と精検未把握率を正確に区別した上で比較し、
いずれか高い指標を優先して改善していくことが重要です。
　千葉県では精検未把握率が許容値外となっている市町村が多いことから、精検受診率
向上に向けて、精検未把握率の向上に取り組むようがん部会から意見がありました。
　精検未把握率が許容値外（許容値：10.00%以下)の自治体については、(2)の取組を参
考に、精検未把握率の改善についてご検討ください。
　また、精検未把握率が許容値に満たない要因の分析及び精検未把握率改善に向けた今
後の取組について、(3)のとおり千葉県宛てに御報告ください。

2　精検結果未把握率の改善

　　　精検結果の報告に同意を得られた医療機関を一覧にし、要精検者に提示するこ
　　とで、精検結果が報告される体制を構築する必要があります。

胃がん(X線) 胃がん(内視鏡) 肺がん

大腸がん 乳がん 子宮頸がん



(1)胃がん検診(X線)

対象年齢 対象年齢の人数総数 受診勧奨対象年齢 受診勧奨実施人数 受診勧奨実施率

(2)胃がん検診(内視鏡)

対象年齢 対象年齢の人数総数 受診勧奨対象年齢 受診勧奨実施人数 受診勧奨実施率

(3)大腸がん検診

対象年齢 対象年齢の人数総数 受診勧奨対象年齢 受診勧奨実施人数 受診勧奨実施率

(4)肺がん検診

対象年齢 対象年齢の人数総数 受診勧奨対象年齢 受診勧奨実施人数 受診勧奨実施率

(5)乳がん検診

対象年齢 対象年齢の人数総数 受診勧奨対象年齢 受診勧奨実施人数 受診勧奨実施率

(6)子宮頸がん検診

対象年齢 対象年齢の人数総数 受診勧奨対象年齢 受診勧奨実施人数 受診勧奨実施率

①休日・早朝・夜間のがん検診実施

区分 〇/×

休日実施 日

早朝実施 日

夜間実施 日

②がん検診同時実施・特定健診との併用実施

〇/×

〇

〇

問1　令和4年度の個別受診勧奨の実施状況についてご回答ください。

問2　がん検診受診の利便性向上に向けた令和4年度の取組

問3　その他受診率向上のために貴市町村が令和4年度に実施した取組を回答してください。

がん検診受診率向上に向けた取組

担当者所属

担当者名

担当者連絡先

肺がん、大腸がん

年間実施日数

同時実施/併用実施

(例)がん検診との同時実施

がん検診との同時実施

特定健診との併用実施

事業名 内容

検診内容

子宮頸がん、乳がん

(例)特定健診との併用実施
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問1　現在の精検結果回収ルートで当てはまるものを選択してください。

問3　未把握率が許容値内の自治体はこれまでの取組内容を記載してください。

御協力ありがとうございました。

報告内容については、がん部会に報告します。

内容については、集計・加工の上、千葉県ホームページに公表しますのでご了
承ください。

がん検診精検未把握率改善に向けた取組

担当者所属

担当者氏名

担当者連絡先

①結果通知：精検機関から要精検者本人へ
　結果報告：精検機関から市町村へ

②結果通知：精検機関から要精検者本人へ
　結果報告：精検機関から検診機関、精検機関から市町村へ

これまでの取組

問2　未把握率が許容値外となっている自治体はその要因と今後の取組を記載して
     ください。

要因

今後の取組

④結果通知：精検機関から要精検者本人へ
　結果報告：市町村から要精検者本人に直接確認

⑤その他

③結果通知：精検機関から要精検者本人へ
　結果報告：精検機関から地区医師会、地区医師会から市町村へ
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